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メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
・
ロ
シ
ア
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
係
る
第
一
報
の
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
伝
達

等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
九
月
二
十
九
日
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
「
近
い
将
来
、
必
ず
ク
リ
ル
を
訪
問
す
る
」
旨
の
発
言
を

し
、
十
一
月
一
日
の
日
本
時
間
午
前
九
時
過
ぎ
、
国
後
島
を
訪
問
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
を
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
は
い
つ
知
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的

な
日
、
時
、
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
を
、
菅
総
理
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
の
か
。
テ
レ
ビ
報
道
に

よ
っ
て
知
っ
た
の
か
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
ま
た
は
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
か
ら
の
公
電
等
で

知
っ
た
の
か
、
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

本
年
十
一
月
一
日
午
前
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
菅
総
理
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
が
国
後
島
に
到
着
し
た
と

の
知
ら
せ
は
受
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
一
と
二
で
、
菅
総
理
自
身
が
直
接
情
報
に
接
し
た
の
で
は
な

く
、
秘
書
官
等
、
別
の
人
物
を
介
し
て
情
報
を
得
て
、
今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
を
知
っ
た
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
人
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
同
大
統
領
に
よ
る
訪
問
を
察
知
し
、
そ
れ
を
菅
総
理
に
伝
達
し
た
の
か
。

一



そ
れ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
等
の
テ
レ
ビ
報
道
を
通
じ
て
か
、
ま
た
は
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総

領
事
館
か
ら
の
公
電
等
で
知
っ
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
つ
い
て
の
情
報
が
最
初
に
菅
総
理
に
伝
達
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

政
府
と
し
て
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
か
ら
の
公
電
等
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
等
の
テ
レ
ビ
報
道
等
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
通
じ
て
同
大
統
領
の
訪
問
を
知
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
か
。

五

今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
、
在
ユ
ジ
ノ

サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
か
ら
の
公
電
等
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
等
の
テ
レ
ビ
報
道
等
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
通
じ
て
情

報
を
得
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
情
報
収
集
並
び
に
分
析
体
制
が
全
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
菅
総
理
と
し
て
、
今
後
政
府
の
情
報
収
集
体
制
を
ど
う
再
構
築
し
て
い
く
考
え

で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


